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◎開会・会議宣言                          開会時間午前 ９時５５分 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○議会事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。時間が多少早いのですが、皆様おそろいですので、始め

させていただいてよろしいでしょうか。 

ただいまより、令和元年第２回中空知広域水道企業団議会定例会を開会いたし

ます。 

 

ただいまの出席議員数は１３名であります。 

よって、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

発言は質問席で行い、討論は演壇で行うことといたします。 

 

日程第１ 「会議録 署名議員指名」を行います。 

会議録署名議員は、議長において２番木下議員、１２番森岡議員を指名いたし

ます。 

 

日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、本日の１日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、会期は１日間と決定いたしました。 

 

 日程第３ 「水道料金等調査特別委員会委員長による調査事項報告｣を議題と

いたします。 

 

先に調査事項報告を職員から朗読させます。 

  

（山崎議会事務局長挙手） 

 

 事務局長 

 

水道料金等調査特別委員会委員長から議長あて調査事項報告。 

 本委員会において調査した事項について、調査の経過及び結果を次のとおり報

告する。 

 １ 調査事項 水道料金の改定に関する調査について 

 ２ 調査の経過 令和元年７月４日、８月１日及び１０月１８日の３日間委員

会を開催し、慎重な調査を行った。 

３ 調査の結果 

（１） 調査にあたっては、３市１町の住民代表、学識経験者、公募委員の計

１４名による中空知広域水道企業団水道料金審議会の審議結果である中

空知広域水道企業団水道事業水道料金に関する事項の審議答申を尊重し、

水道事業の経営状況等、水道料金審議会の審議答申内容、水道料金見直し
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○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○柴田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

案に係る意見公募と住民説明会の結果について、所管の説明を求め、質疑

又は意見開陳をし、慎重に調査を行った結果、調査事項に関する調査を終

了した。 

（２） 本委員会は、水道料金の改定に関し調査を行うことを目的として設置

されたが、一定の調査を終えたことから本委員会の任は終了するものとす

ると決定した。 

以上です。 

 

次に委員長の補足説明を求めます。 

 

 （議長の声あり） 

 

 柴田委員長。 

 

それでは補足説明を行います。ただいま事務局において朗読された内容のとお

りでありますが、調査の経過について若干補足説明をいたします。 

 本特別委員会は、令和元年６月３日招集の第１回臨時会において議員提案によ

り設置され、７月４日、８月１日、１０月１８日の延べ３回委員会を開催いたし

ました。 

 この間、委員会には所管説明員の出席をいただき、第１回では水道事業の概要

や現在の料金、事業の課題や経営改善の取組について、第２回では水道料金審議

会における個別の課題ごとの審議内容及び答申内容について、第３回では８月３

０日から９月３０日まで実施した水道料金見直し案に対する意見公募と企業団

の考え方、また、９月に各構成市町で開催された住民説明会の結果についての説

明を受け、これを元に質疑を行うとともに委員間において意見を交換し、真摯な

調査を実施してきたところであります。 

 委員からは、経営改善のための具体的な取組内容や施設・管路の独自の更新基

準の設定根拠、現在の料金体系の妥当性、将来的な水道料金の値上げの見込み、

料金改定に関する住民周知の方法、料金改定に対する住民の反応についてなど多

くの質疑がありました。また、今後さらに減少が加速化することが予想される給

水人口とそれに伴う料金収入の減少の中にあって、一層の経営努力を重ね、将来

の水道料金の値上げ率を最大限圧縮するための方策について質疑があったとこ

ろであります。 

 そのほか、各委員からの質疑等に対し、所管から適切な説明・答弁をいただき、

本委員会としては水道料金見直し案に係る理解を十分に深めたところであり、１

０月１８日、第３回委員会において調査を終了したところであります。 

 本委員会は、水道料金の改定に関し調査を行うことを目的として設置されまし

たが、一定の調査を終えたことから設置目的が果たされたとの認識に立ち、本委

員会における調査を終了したいとするものであります。 

 最後に、本委員会の調査にあたりまして積極的に調査をいただいた委員各位に

心から敬意を表しますとともに、詳細な資料による説明と明快なご説明、ご答弁

をいただいた説明員の皆様に心より厚くお礼申し上げ、補足の説明とさせていた

だきます。 

 

朗読及び補足説明が終わりました。 
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○議 長 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

○企 業 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

 

これにて質疑を終結いたします。 

 

 「水道料金等調査特別委員会委員長による調査事項報告｣については、報告済

みといたします。 

 

日程第４ 「行政報告」を行います。 

行政報告を求めます。 

 

 （企業長挙手） 

 

 企業長。 

 

おはようございます。本日、令和元年第２回中空知広域水道企業団議会定例会

を招集させていただきました。 

議員の皆様にご出席をいただきましたことに厚くお礼申し上げます。 

 行政報告でございますが、詳細につきましては、お手元に資料として配布いた

しております印刷物をお目通しいただきたいと思いますが、３点につきまして口

頭でご報告させていただきます。 

初めに、水道料金・下水道使用料の賦課誤りについてでございます。 

滝川市内の２階建ての１棟２戸の賃貸住宅において、料金等の１階と２階の 

賦課を逆に行っていたため、各戸の歴代の居住者に料金等の支払の過不足が生じ

ていたことが本年３月に判明いたしました。 

原因としては、料金システムの賦課徴収データの水栓所在地が逆に入力されて

いたことによるものです。 

料金等の過不足による対象世帯と影響額は、還付する料金等は６世帯、総額８

２万８，０４５円、改めて賦課する料金等は３世帯、総額３６万６，７４４円で

あり、それぞれの利用者の影響を差引きで考えると、６世帯に計４６万１，３０

１円を還付することとなりました。 

対象者への対応につきましては、おわびとご説明をさせていただき、本年４月

には対象者への還付と賦課納入について完了しております。 

 今後は、蛇口確認などによる現地のチェックを終えた書類と料金システムでの

入力を終えた書類について入力誤りがないことなどのチェックを複数人で行う

ことにより再発防止に万全を期してまいります。 

２点目は、水道水の供給状況でございます。 

 平成３１年２月分から令和元年１０月分までの有収水量につきましては、４４

４万８，７０３立方メートルとなり、平成３０年における同期間の有収水量と比

較いたしますと９８．８２パーセントとなっております。 

３点目は、水道料金の改定についてでございます。 

 前定例会において報告しましたとおり、去る１月１５日に「適正な水道料金の
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○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○加藤企業局長 

 

 

 

 

あり方」について諮問をいたしました中空知広域水道企業団水道料金審議会につ

きましては、計５回にわたる審議を積み重ね、６月１８日に企業長に対して答申

がなされたところです。 

 この答申を受け、９月１日号の構成市町の各広報紙においては、当企業団の 

「水道料金の見直し案」について周知させていただき、各市町の公共施設などで

パブリックコメント、意見の募集を実施させていただくとともに、構成市町の 

主催という形で説明会等を開催させていただきました。 

 パブリックコメント及び説明会の結果については、行政報告に記載させていた

だいたところですが、これに先立つ６月３日の臨時会においては、議会において

水道料金等調査特別委員会を設置いただき、３回にわたる精力的な調査を経て、

先ほど調査結果について柴田委員長から丁重かつ詳細なご報告をいただいたと

ころです。 

 議員各位をはじめ、関係した皆様方にこの場をお借りしまして厚くお礼申し上

げます。 

 本日、この後の日程において、水道料金審議会の答申を尊重するとともに、  

住民の皆様及び水道料金等調査特別委員会の委員の皆様からの貴重なご意見を

踏まえた中空知広域水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例を提案

させていただくこととしておりますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

口頭での報告につきましては以上でございますが、本議会における報告及び認

定等につきまして、後ほどご説明申し上げますので、ご審議のほど、よろしくお

願いいたしまして口頭報告とさせていただきます。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

これをもちまして、行政報告を終わります。 

 

 日程第５ 報告第１号｢平成３０年度決算に係る資金不足比率について｣を議

題といたします。 

説明を求めます。 

 

（加藤企業局長挙手） 

 

 局長。 

 

 ただいま上程されました報告第１号「平成３０年度決算に係る資金不足比率」

についてご説明申し上げます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第２項の規定に基づき算

出した資金不足比率について、同条第１項の規定により、別紙の監査委員の審査

意見を付して報告するものでございます。 
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

 

○宮崎監査委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 平成３０年度決算における資金不足比率は、マイナス７０．１パーセントであ

り、資金不足の発生はなく本比率は該当いたしません。 

 以上 報告第１号の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 

報告第１号は、報告済みといたします。 

 

日程第６ 報告第２号「定期監査報告について」を議題といたします。 

説明を求めます。 

 

（宮崎監査委員挙手） 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づきまして、中空知広域水道企業団の

定期監査を行いましたので、同条第９項の規定によりその結果を報告いたしま

す。 

監査の対象、監査の範囲、監査の期間及び監査の方法につきましては、記載の

とおりでありますのでお目通し願います。 

監査の結果につきましては、おおむね適正に執行又は管理されていると認めら

れますが、一部に改善、検討が必要と思われる事項といたしまして、契約事務に

おいて、契約締結決定書が作成されていないものや契約書の条文で内容の整理が

必要なものが見受けられ、これらについては適切な事務処理をされるよう講評に

おいて指導いたしました。 

また、軽易な事項につきましては監査の過程において、その都度、直接担当職

員に是正又は適正な処理方を指導しておりますので内容は省略いたします。 

以上で報告第２号定期監査報告を終わります。 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 

報告第２号は、報告済みといたします 

 

日程第７ 報告第３号「例月現金出納検査報告について」を議題といたします。 
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○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○加藤企業局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「例月現金出納検査報告について」は、監査委員より別途配布の報告書のほか、

特に説明がない旨の申出がありました。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 

報告第３号は、報告済みといたします。 

 

日程第８ 議案第１号「中空知広域水道企業団職員の分限及び懲戒に関する条

例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 

提案理由の説明を求めます。 

 

（加藤企業局長挙手） 

 

 局長。 

 

ただいま上程されました 議案第１号「中空知広域水道企業団職員の分限及び

懲戒に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であ

ることを理由に不当に差別されないよう各法律において定められている成年被

後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るため、令和元年６月１４日公布の成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されることとなり、

この法改正により地方公務員法の一部が改正され、一般職の地方公務員の欠格条

項から成年被後見人又は被保佐人を削ることとされました。 

 この条例は、当該法改正に伴って生じた号ずれに係る条文整備を行うため、条

例を改正したいとするものでございます。 

 改正内容につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、参考資料を

お開き願います。 

 第６条の２は、失職の例外に関する規定ですが、第１項で引用している地方公

務員法第１６条、欠格条項に関する規定ですが、その第１号で規定していた成年

被後見人又は被保佐人について削ることとされたことに伴い、第１６条第２号が

第１６条第１号に繰り上がることとなったため、文言を整理するものでございま

す。 

 附則につきましては、この改正条例につきましては、法の一部の施行日であり

ます、公布の日から起算して６月を経過した日、令和元年１２月１４日から施行

したいとするものでございます。 

 以上で議案第１号の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上

げます。 
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○加藤企業局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 

これより討論に入ります。討論ございますでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

 

これより、議案第１号を採決いたします。 

本案を可決することにご異議ありませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は可決されました。 

 

日程第９ 議案第２号「中空知広域水道企業団水道事業給水条例の一部を改正

する条例」を議題といたします。 

 

提案理由の説明を求めます。 

 

（加藤企業局長挙手） 

 

 局長。 

 

ただいま上程されました、議案第２号「中空知広域水道企業団水道事業給水条

例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 給水人口の減少や施設・設備の老朽化など、取り巻く環境の変化に伴い、今後

の経営が大変厳しくなる見通しであることに鑑み、昨年２月策定の水道事業経営

戦略に基づき、適正な水道料金のあり方について中空知広域水道企業団水道料金

審議会に諮問し、本年６月１８日に答申を受けたことから、当企業団ではこの答

申を尊重した水道料金の見直し案をとりまとめたところでございます。 

 この見直し案につきましては、意見公募や住民説明会を実施し、住民意見を聴

取するとともに、企業団議会においては先ほど委員長から報告いただきましたと

おり調査特別委員会が設置され、慎重かつ精力的なご調査をいただいたところで

ございます。 

 この条例は、当該水道料金見直し案に基づき水道料金を改定するとともに、水

道法の一部を改正する法律の施行に伴う指定給水装置工事事業者指定更新手数
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

料の設定及び水道事業経営戦略に基づく新たな財源確保策としての証明書の交

付等に関する手数料の新設等のため、中空知広域水道企業団水道事業給水条例を

改正したいとするものでございます。 

 改正内容につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、参考資料の１

ページ目をお開き願います。 

 第３３条は手数料に関する規定ですが、第１項において証明書の交付等に関す

る手数料について、手数料の徴収時期を証明書の交付の際としたいとするもので

併せて第２項として手数料の不還付の原則について規定するものでございます。 

 第３７条は給水装置の基準違反に対する措置の規定ですが、第１項において引

用している水道法施行令第５条の規定が、水道法の一部改正に伴う整備政令の施

行に伴い、第６条に繰り下げられたことに伴う所要の文言整理でございます。 

 別表第２は水道料金の額について規定したものですが、家事用・業務用・浴場

用・臨時用ともに基本料金及び超過料金について、平均改定率６パーセントに消

費税等の税率改定分２パーセントを含めまして、それぞれ平均約８パーセント引

き上げることとして改定したいとするものでございます。 

 ２ページ目をお開き願います。 

 別表第３は手数料の種類と額を規定したものですが、従前の指定給水装置工事

事業者の指定１件につき１０，０００円ですが、これに加えて水道法の一部を改

正する法律により新たに制度化された、指定給水装置工事事業者の指定の更新に

係る手数料として１件につき８，０００円として新たに追加したいとするもので

ございます。 

 ３ページ目をお開き願います。 

 経営戦略における財源確保策として、６の項証明書の交付手数料１通につき５

００円、７の項公簿・公文書又は図面の閲覧手数料１件につき３５０円、８の項

公簿・公文書又は図面の謄本又は抄本の交付手数料１通につき５００円の手数料

を新たに徴収することとして規定を追加したいとするものでございます。 

 附則につきましては第１項において、この改正条例について令和２年４月１日

から施行することとし、ただし書として指定給水装置工事事業者の指定の更新に

係る手数料について公布の日から施行したいとするものでございます。 

 また、第２項として水道料金の改定について４月１日以降に新たに使用開始す

るものを除き、４月に行う検針に係る料金は旧料金のままとし、５月以降に行う

検針分から新料金を適用する旨の経過措置でございます。 

 以上で議案第２号の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 

これより討論に入ります。討論ございますでしょうか。 
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○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○企 業 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なしの声あり） 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

 

これより、議案第２号を採決いたします。 

本案を可決することにご異議ありませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第２号は可決されました。 

 

日程第１０ 認定第１号 「平成３０年度中空知広域水道企業団水道事業会計

決算」を議題といたします。 

 

提案理由の説明を求めます。 

 

（企業長挙手） 

 

企業長。 

 

平成３０年度中空知広域水道企業団水道事業の決算をご認定いただくにあた

り、決算書及び審査意見書を提出いたしましたが、審査に先立ちまして本事業決

算の大綱をご説明申し上げます。 

 当企業団は、平成１８年度の統合より１３年が経過し、この間、末端給水事業

への事業変更、料金統一などを行いながら、「安全で安心な水を、安定して安価

で提供する」ことを基本理念に、効率的な事業運営に努めてまいりました。 

 しかしながら、給水人口が年々減少していく中、浄水場施設も平成２年竣工よ

り２９年が経過するとともに、構成市町から引継ぎを受けた配水管についても法

定耐用年数の４０年を経過する経年管等が増加してきているところです。 

 また、近年、全国各地で地震や台風、集中豪雨による水害などの想定を超える

自然災害が頻発しており、昨年は道内においても北海道胆振東部地震が発生し、

幸い当企業団は水道施設や管路等の被害はなく、その後の大規模停電においても

自家発電設備による対応により事なきを得たものの、水道インフラを維持してい

く重要さを改めて認識したところであります。 

 こうした現状を踏まえ、５０年後、１００年後の水道事業を見据え、当面の間

に取り組むべき課題に対応していくため、当企業団最上位の計画として位置付け

る中空知広域水道企業団水道事業ビジョンを策定し、その下位計画である水道事

業経営戦略による方針に基づく適正な水道料金のあり方の検討に着手するとと

もに、事務事業の見直しによる効率化を図るなど、将来への負担を先送りするこ

となく計画的に更新を進めながら、安全で安心な水の供給に努め、地域の社会的

インフラとしての責務を担ってまいりました。 

 はじめに配水量についてですが、年間総配水量は７２１万２，７９４立方メー

トル、１日平均配水量１万９，７６１立方メートルとなり、業務の予定量として
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○議 長 

 

○加藤企業局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算に定めました年間総配水量７１６万６，０００立方メートルの予定量を上回

る結果となりました。 

 次に、経理状況について申し上げますと、収益的収支では収入１６億１７３万

円、支出１５億１，３３５万円で、収支差引では８，８３８万円の純利益が生じ、

前年度繰越利益剰余金７億２２１万円と合わせた当年度未処分利益剰余金は７

億９，０５９万円となったところです。  

 なお、給水収益の現年度分収納率については、前年度の９６．４パーセントを

１．９ポイント下回る９４．５パーセントとなったところです。 

 資本的収支では収入３億１，４４６万円、支出１１億２，５６４万円で収支差

引では８億１，１１８万円の不足となり、過年度分損益勘定留保資金などで補填

いたしました。 

 以上、平成３０年度水道事業の決算大綱を申し上げましたが、今後におきまし

ても経営の健全化に努め、水道事業の使命達成に努める所存であります。 

 なお、決算の詳細につきましては担当より説明させますので、慎重なご審議を

いただき、ご認定いただきますようお願い申し上げます。以上です。 

 

（加藤企業局長挙手） 

 

 局長。 

 

それでは認定第１号、平成３０年度中空知広域水道企業団水道事業会計の決算

についてご説明申し上げます。 

決算書の２ページ、３ページをお開き願います。 

決算報告書でございます。消費税及び地方消費税込みで記載しております。 

収益的収入及び支出の「収入」でございます。 

１款 水道事業収益 決算額１７億１，１５４万５，９１４円、執行率１００．

５パーセント、１項 営業収益 執行率９９．９パーセント、２項 営業外収益 

執行率１０４．５パーセント、３項 特別利益 執行率２１万９，８５２．１パ

ーセントでございます。 

次に「支出」でございます。 

１款 水道事業費用 決算額１５億６，８９８万４，７３１円、執行率９５．

０パーセント、１項 営業費用 執行率９５．５パーセント、２項 営業外費用 

執行率８９．４パーセント、３項 特別損失、４項 予備費の支出はございませ

ん。 

４ページ、５ページをお開き願います。 

資本的収入及び支出の「収入」でございます。 

１款 資本的収入 決算額３億１，４４６万８，４７１円、執行率９５．０パ

ーセント、１項 企業債 執行率９３．３パーセント、２項 出資金 執行率１

００．０パーセント、３項 補償金 執行率１０２．５パーセント、４項 分担  

金の収入はございません。 

次に「支出」でございます。 

１款 資本的支出 決算額１１億２，５６４万３，６１５円、執行率９６．６

パーセント、１項 建設改良費 執行率９５．３パーセント、２項 企業債償還

金 執行率１００．０パーセント、３項 予備費の支出はございません。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額８億１，１１７万５，１４４円につ
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いては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で４，９７５万３，３

９８円、過年度分損益勘定留保資金３億８，７８５万５，５２４円及び当年度分

損益勘定留保資金３億７，３５６万６，２２２円で補填いたしました。 

 ７ページをお開き願います。 

財務諸表の損益計算書でありますが、消費税及び地方消費税抜きで記載してお

ります。 

１の営業収益ですが、（１）給水収益から（３）その他の営業収益までを合計

いたしまして１４億４，６１２万３，１４９円、２の営業費用では、（１）議会

及び監査費から（８）資産減耗費までを合計いたしまして１４億５，２０３万８，

４６６円、営業損失は５９１万５，３１７円となりました。３の営業外収益では、

（１）受取利息から（４）雑収益までを合計いたしまして１億５，３４１万３，

７０７円、４の営業外費用では（１）支払利息及び企業債取扱諸費、及び（２）

雑支出を合計いたしまして６，１３１万６，９８７円、営業外収支の差引で９，

２０９万６，７２０円の営業外利益となり、経常利益については８，６１８万１，

４０３円となりました。５の特別利益については過年度損益修正益が２１９万

８，５２１円、合わせて当年度純利益は８，８３７万９，９２４円となり、前年

度繰越利益剰余金７億２２１万７，５２４円を合計いたしまして当年度未処分利

益剰余金は７億９，０５９万７，４４８円となったところでございます。 

次に８ページ、９ページをお開き願います。 

剰余金計算書でございます。最初に「資本金の部」でございます。 

自己資本金については各構成団体からの出資金６，２６８万４，９０５円を受

入し、当年度末残高７１億３，９１２万５，８１５円となりました。 

次に「利益剰余金の部」でございます。 

利益剰余金については、未処分利益剰余金に当年度純利益８，８３７万９，９２

４円を増額し、当年度未処分利益剰余金は７億９，０５９万７，４４８円となり

ました。 

次に剰余金処分計算書でございますが、処分予定額はございません。 

 次に１０ページ、１１ページに記載しております貸借対照表については、所定

の書式に基づき記載してございますのでお目通し願います。 

 １３ページをお開き願います。 

キャッシュ・フロー計算書でございます。こちらも所定の書式に基づき記載し

ておりますのでお目通し願います。 

 １４ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出明細については、消費税及び地方消費税抜きで主なものを

ご説明いたします。 

最初に「収入」でございます。 

１款 水道事業収益、１項 営業収益、１目 給水収益１３億６，２２１万３，

３１５円、収納率は３月末で９４．４７パーセント、５月末で９９．２３パーセ

ントとなりましたが、先ほど決算大綱で説明いたしました３月末の収納率につい

ては、各金融機関からの口座引落とし水道料金の企業団指定金融機関への振込み

が、土日の関係で４月１日以降になる場合があるため、前年比が大きく増減する

場合がありますが、５月末での収納率を比較しますと昨年度の収納率９９．２４

パーセントとほぼ同水準を確保したところでございます。 

 ２目 受託工事収益６０６万８００円、給水工事の設計・審査手数料などでご

ざいます。 
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 ３目 その他の営業収益７，７８４万９，０３４円、構成３市１町からの下水

道使用料賦課徴収業務の事務費負担金などでございます。 

２項 営業外収益、２目 負担金２，８５０万１，８９６円、構成３市１町か

らの負担金で、企業債借入利息分４４０万５８６円、水道料金福祉減免補填分２，

４０２万４，７７８円などでございます。 

 ３目 長期前受金戻入１億２，４００万２，９０５円、固定資産に係る補助金

等についての減価償却費に見合う分の収益でございます。 

 ３項 特別利益、１目 過年度損益修正益２１９万８，５２１円、過年度に及

ぶ重複納付又は還付未済について、次年度への滞納繰越額から控除されていなか

ったので、正しい金額に修正すべく調定額を増額することによる修正益でござい

ます。 

１５ページに入りまして、「支出」でございます。 

１款 水道事業費用、１項 営業費用、２目 原水及び浄水費２億９，６９２

万２，７８８円、浄水場運転管理委託料、維持管理費などでございます。 

 １６ページをお開き願います。 

３目 配水及び給水費１億３，５２５万６，３６０円、配水及び給水管の修繕

費、各ポンプ場の維持管理費などでございます。 

４目 受託工事費４３３万２，９４２円、受託工事担当職員の人件費及び工事

請負費などでございます。 

続きまして１７ページにわたりますが、５目 業務費１億３，９７３万７，６

９４円、水道料金の賦課徴収に係る経費として料金担当職員の人件費、納付書等

の印刷代、郵送料、メーター検針委託料などでございます。 

６目 総係費６，７２０万１，７３８円、総務担当職員の人件費及び各営業所

使用に係る負担金などでございます。 

１８ページをお開き願います。  

７目 減価償却費７億４，３０７万７，０９８円、浄水場施設、送水・配水管

等の減価償却費でございます。 

８目 資産減耗費６，５１４万３，８２２円、配水管等の除却費でございます。 

 ２項 営業外費用、１目 支払利息及び企業債取扱諸費６，０７４万３，２７

０円、企業債償還利息でございます。 

３項 特別損失、１目 過年度損益修正損及び４項 １目 予備費の支出はご

ざいませんでした。 

 １９ページに入りまして、資本的収入及び支出明細については、消費税及び地

方消費税込みの金額でご説明申し上げます。 

最初に「収入」でございます。 

１款 資本的収入 １項 １目 企業債２億３，３３０万円、施設整備事業に

係る企業債でございます。 

２項 １目 出資金６，２６８万４，９０５円、構成３市１町からの出資金で、

企業債元金分でございます。 

３項 １目 補償金１，８４８万３，５６６円、道路事業関連の配水管布設替

に係る補償金でございます。 

続きまして２０ページをお開き願います。  

「支出」でございます。 

１款 資本的支出、１項 建設改良費 １目 施設整備費６億５，５３２万７，

７１１円、浄水場施設改修、配水管の新設改良工事費などでございます。 
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２目 量水器費１億１，０９９万７，１２０円、検満量水器の取替えに伴う委

託料、材料費でございます。取替台数は４，１１９台でございます。 

３目 固定資産取得費７９０万４，６４０円、全有機炭素計等の購入費でござ

います。 

２１ページに入りまして、２項 １目 企業債償還金３億５，１４１万４，１

４４円、元金償還分でございます。 

３項 １目 予備費の支出はございませんでした。 

以下、２３ページについては「出資金及び負担金明細書」、２４ページ、２５

ページは「固定資産明細書」、２６ページから３１ページは「企業債明細書」、３

２ページは「注記表」となってございます。 

３３ページ以降については「事業報告」を記載してございますので、いずれも

お目通し願います。 

 以上、平成３０年度決算の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろし

くお願い申し上げます。 

 

次に監査委員から決算審査意見書の説明を求めます。 

 

（宮崎監査委員挙手） 

 

 宮崎監査委員。 

 

地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき審査に付されました中空知広

域水道企業団の平成３０年度水道事業会計の決算について審査を行ないました

ので、お手元の決算審査意見書によりご報告申し上げます。 

審査の対象につきましては、平成３０年度水道事業会計の決算書及び決算関係

書類について審査いたしました。審査の期間及び審査の方法につきましては、記

載のとおりでありますのでお目通し願います。 

審査の結果につきましては、決算書、財務諸表、附属書類及び関係諸帳簿など

照合の結果、正確であり、かつ、予算に対し適正に執行されており、いずれも関

係法令に準拠して作成されていると認められました。 

監査意見でございますが、決算をみますと、損益計算書において収益合計額が

前年度と比べ９１１万７，０００円、０．６パーセント減の１６億１７３万５，

０００円、費用合計額が前年度と比べ２，０５７万１，０００円、１．３パーセ

ント減の１５億１，３３５万５，０００円で、収支は前年度と比べ１，１４５万

４，０００円、１４．９パーセント増の８，８３８万円の純利益となったところ

であり、昨年度を上回る利益額を計上しております。 

資金の状況については、業務活動で６億８，４９９万４，０００円の資金が生

じ、設備投資や企業債を償還したのち、前年度と比べ資金が７，６４２万８，０

００円減少し、期末残高は１２億４，３０５万３，０００円となっておりますが、

短期債務に対する支払能力を表す流動比率が３７９．３パーセントと１００パー

セントを上回っている状態が続いていることから、今後も大きく資金が減少する

ことのないよう引き続き安定的な資金運営に努められたい。 

収入の根幹をなす給水収益をみますと、人口減少による契約者数の減少から、

前年度と比べ１，１９５万８，０００円減の１３億６，２２１万３，０００円と

なり、今後においても減収が続いていくものと考えられます。また、営業費用が
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営業収益によってどの程度賄われているかを示す営業収支比率については、前年

度は１００パーセントを上回っていましたが、当年度では９９．５パーセントと

減少しております。有収率については、前年度より０．６ポイント減の８２．７

パーセントとなっているので、状況の改善に向け引き続き努められたい。 

企業債の平成３０年度末残高は３６億２，６８３万４，０００円と前年度と比

べ１億１，８１１万４，０００円の減となり、また、企業債元金の償還額は３億

５，１４１万４，０００円と前年度と比べ１億８，３５７万５，０００円の減と

なったところであり、財務分析による企業債元金償還額対減価償却費比率も４

７．３パーセントと前年度より２１．４ポイントが減少し、内部留保資金による

償還能力が高くなってきております。 

今後も水道施設の老朽化に伴う費用の増加など経費削減が困難な状況が続く

と考えられますが、計画的な経営の効率化と健全な財政運営に努められ、引き続

き安全で安心な水道水の安定供給に取り組まれることを期待するものでありま

す。 

なお、 審査の概要につきましては２ページ以降に記載のとおりでございます

が、２ページには業務の実績、３ページから４ページには予算の執行状況、５ペ

ージから７ページには経営成績、８ページから１０ページには財政状態、１１ペ

ージには建設投資について記載しておりますのでお目通し願います。 

また、１２ページ以降につきましては、損益計算、資本的収支、貸借対照表の

前年度比較表を参考資料として記載しておりますのでお目通しを願いまして、説

明は省略させていただきます。 

以上申し上げまして、決算審査報告を終わります。 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 

これより討論に入ります。討論ございますでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

 

これより、認定第１号の認定について採決いたします。 

 

本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。 
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よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 

 以上をもちまして、本定例会に提案されました議案の審議は全て終了いたし 

ました。 

 

 これをもちまして、令和元年第２回中空知広域水道企業団議会定例会を閉会 

いたします。お疲れ様でございました。 

 

 

                                                         閉会午前１０時４７分 

 

 

 

上記会議録の顛末は誤りがないので、ここに署名する。 
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